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【添付資料-1：計画の概要】 

１．事業者の氏名及び住所 

事業者の名称：アイリスパートナーズ株式会社 

代表者の氏名：代表取締役 古越 純 

主たる事務所の所在地：愛知県豊橋市駅前大通1丁目27番地1 

 

２．対象事業の名称 

対象事業の名称：（仮称）神戸市北区東岡場地区プロジェクト 

 

３．対象事業の内容 

(1) 対象事業を実施しようとする区域 

兵庫県神戸市北区有野町有野字岡場1977番1他 

事業を実施する区域（以下、「事業計画地」という。）は、神戸電鉄岡場駅の東に位置

し、阪神流通業務団地（西宮市）に接している。また、事業計画地南側を東西に都市計画道

路有野藤原線が横断し、中国縦貫自動車道及び阪神高速道路北神戸線も至近の距離にあり、

交通利便性の高い地区である。 

土地利用の現況は、山林、原野、田、畑、ため池、道路（アスファルト舗装部）、宅地、

である。 

事業計画地の位置及びその周辺の状況は、図1.3.1に、現況の土地利用は図1.3.2に示すと

おりである。 

 

(2) 対象事業の種類及び規模 

本事業は、「神戸市環境影響評価等に関する条例施行規則」別表「(8) 条例第2条第2号ク

に掲げる宅地の造成」のうち、ア 宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成（当該

宅地造成に係る土地の面積のうち自然の改変を伴う部分の面積が5ヘクタール以上であるも

のに限る。）に該当する第2類事業である。 

対象事業の種類：宅地の造成 

事業計画地：19.92ha 

開発 区域：18.22ha（都市計画道路有野藤原線1.62ha含む） 

 

(3) 対象事業の目的 

事業計画地の東岡場地区は、神戸電鉄の東に位置し、平成16年に流通業務施設を中心とし

た土地利用を目的として、「東岡場地区 地区計画」が決定されており、このたび都市計画

（地区計画、用途地域、特別用途地区）の手続きが進められることになり、本プロジェクト

を進めることとなった。 

本プロジェクトは、広域幹線道路を生かした活力ある都市機能を導入し、駅に近接した立

地を生かすとともに、建築物の環境性能、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低

減の側面に加え、景観への配慮なども含めた環境保護に最大限の配慮を払った環境性能の高

い物流施設の創出を目的としている。 
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図 1.3.1  事業計画地の位置及びその周辺の状況  
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図 1.3.2 現況平面図 
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４．対象事業の計画案 

(1) 土地利用計画 

① 土地利用の方針 

当該事業の土地利用計画は、神戸市が決定した東岡場地区 地区計画（平成29年7月11

日変更）に基づき計画する。当該事業の区域としては、地区計画に示される【業務地区

Ｂ】と【業務地区Ｃ】が対象区域になり、地区計画では各々の区域で土地利用の方針が示

されている。 

【業務地区Ｂ】では、広域幹線道路の交通利便性をいかして、流通業務施設及びそれに

付随する工場等を適正に配置し、良好な業務地の形成を図る。 

【業務地区Ｃ】では、広域幹線道路の交通利便性をいかして、流通業務施設及びそれに

付随する工場等を適正に配置し、周辺環境と調和した健全な高度利用を誘導し、良好な業

務地の形成を図る。これらの土地利用の方針に基づき計画した利用計画図は図1.4.1に示

すとおりであるが、事前配慮書に係る市長意見や関係課との協議などをふまえ土地利用計

画を見直し次頁図のとおり変更した。 
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事前配慮書時計画 変更計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地利用計画表 

名称 面積(m2) 割合 摘要 

業務地区 B 4 30,599.20 15.60%  

業務地区 B 5 3,007.93 1.53% 駐車場 

業務地区 C 6 73,677.01 37.53%  

緑地広場 7,133.24 3.64%  

調整池 4,898.32 2.50%  

緑地 50,791.14 25.90%  

道路（有野藤原線） 16,688.96 8.51% 市帰属 

道路 9,333.69 4.75% 市帰属 

事業計画地合計 196,129.49 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土地利用計画表 

名称 面積(m2) 割合 摘要 

業務地区 B 4 27,166.62 13.62%  

業務地区 B 5 3,783.81 1.90%  

業務地区 C 6 71,857.86 36.07%  

緑地 

（うち保全池） 

44,916.28 

(483.90) 
22.55%  

緑地広場 6,795.95 3.41%  

調整池 3,031.21 1.52%  

道路 23,477.39 11.82%  

付替水路 1,214.31 0.61%  

開発区域合計 182,243.43 91.50%  

残置森林 16,920.01 8.50%  

事業計画地合計 199,163.44 100.00%  
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図 1.4.1 土地利用計画図 
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② 建築物等の整備方針 

【業務地区B】 

ゆとりのある業務環境の形成とともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途、

規模及び配置に留意して整備を行う。また、建築物等の形態・意匠等については周辺の環境

に調和したものとする。 

【業務地区C】 

ゆとりとうるおいのある業務環境の形成とともに、周辺環境との調和を図るため、建築物

等の用途、規模及び配置に留意して整備を行う。また、建築物等の形態・意匠等については

周辺の環境に調和したものとする。 

建築計画の概要は表1.4.1、建物配置図は図1.4.2、計画建物立面図は図1.4.3に示すとお

り 

である。 

 

 

表 1.4.1 建築計画の概要 

区分 業務地区 B 業務地区 C 

建築面積 17,931.09m2 39,093.44m2 

延床面積 64,223.47m2 229,938.94m2 

容積対象面積 58,333.65m2 192,248.50m2 

最高高さ 30.1m 43.025m 

階数 地上 4 階 地上 6 階 

主体構造 鉄骨耐火構造 

架構方式 ラーメン構造＋部分ブレース構造 

基礎 鉄筋コンクリート 

主な用途 物流倉庫 
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図 1.4.2  建物配置図 
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図 1.4.3(1) 計画建物立面図（業務地区 B）  
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図 1.4.3(2) 計画建物立面図（業務地区 C）  
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③ 道路計画 

事業計画地南側を横断する幅員14mの都市計画道路有野藤原線については、幅員27mに拡

幅する。また、事業計画地の中央に都市計画道路有野藤原線より北側の区域境界まで幅員

12m（南側）及び幅員6m（北側）の承認道路を設置する。 

事業計画地内に現存する歩行者専用道路（太陽と緑の道）は、承認道路を通過して北側

境界付近から進入し東側境界付近まで幅員4mの歩行者専用道路（ハイキングコース）の整

備を行う。 

なお、都市計画道路有野藤原線については、神戸市建設局との協議の結果、本事業の実

施により排水性舗装の敷設を行う。 
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図 1.4.4 道路計画図 
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④ 緑地計画 

緑地計画は、出来るだけ既存樹林を残し、景観性を考慮した緑化計画とする。 

造成森林は森林法の基準に準拠した計画とし、既存樹種であるアラカシ等の常緑樹を用い

て、植栽木は県内を中心とした地域産の利用に努めるものとする。 

緑地広場（自主管理緑地）は地域住民の休息できる空間としてベンチやパーゴラ等の施設

整備を行い、神戸市と事業者が維持管理協定を締結し、維持管理については事業者が実施す

る。 

なお、残置森林においては工事段階で間伐・ツル刈り等の整備を行い、その後は維持管理

として樹林の生育状況に応じて適宜、除伐等の整備を実施する。 

緑化計画図は図 1.4.5 に、緑地広場 1 計画図は図 1.4.6 に、緑地広場 2 計画図は図 1.4.7

に示すとおりである。 
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図 1.4.5 緑化計画図
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図 1.4.6 緑地広場 1 計画図
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図 1.4.7 緑地広場 2 計画図
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(2) 供給処理施設計画 

① 上水道 

水道計画図は図1.4.8に示すとおりである。 

上水道は、既設給水管（φ100mm）より給水管φ75を引き込み、引込管φ50を2箇所設置す

る。 

 

② 雨水排水 

雨水排水の概略図は図 1.4.9 に、雨水排水の詳細は図 1.4.10 に示すとおりである。 

事業計画地に降った雨水は、各流域毎に整備する排水施設を経て二級河川有野川へ放流す

る。 

Ａ流域については、道路内に整備する雨水排水施設を経て二級河川有野川へ放流する。 

Ｂ、Ｃ、Ｄ流域については、各流域とも流域内に降った雨水をそれぞれの流域に設ける調

整池で一旦貯留し、放流量を一定以下に調整してから二級河川有野川へ放流とともに、一部

の法面に降った雨水については、小段排水等の排水施設を経て二級河川有野川へ放流する。 

 

③ 汚水排水 

汚水排水計画図は図 1.4.11 に示すとおりである。 

汚水排水は、汚水本管（φ200）を新設し、汚水桝及び取付管（φ150）２箇所設置し、公

共下水道 武庫川上流処理区に接続するものとする。 

 

④ 電気、ガス、通信施設 

電気、ガス、通信施設については、関西電力、大阪ガス、NTT 等の各事業者と協議し、整

備方針を決定する。 
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図1.4.8 水道計画図
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図 1.4.9 雨水排水概略図
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図 1.4.10 雨水排水計画図
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図 1.4.11 汚水排水計画図 
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(3) 造成計画 

① 切盛計画 

切土及び盛土の最大高は、それぞれ 15ｍであり、概ね東側を切土とし、西側を盛土とし

て土地利用可能な造成を行う。 

神戸市開発指導要綱に準拠し、盛土法面は30°（1.174）以下、切土法面は35°（1：

1.5）以下とする。 

切土量、盛土量はそれぞれ50万㎥であり、場内にて土量バランスを図るものとし、場外へ

の搬出や場内への搬入はない。 

土量について、切土・盛土の計画は図1.4.12に、運土計画図を図1.4.13に、切土・盛土の

断面図は図1.4.14～図1.4.15に示すとおりである。 
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図 1.4.12 造成計画図
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図 1.4.13 運土計画図
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図 1.4.14 造成断面図(1)
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図 1.4.15 造成断面図(2) 
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５．対象事業の工事計画 

(1) 施工手順・工程 

建築工事を含めた施工フロー図は図 1.5.1 に、概略の工事工程は表 1.5.1 に示すとおりで

ある。 

工事の期間は土木工事を 2 年、建築工事 1 年 6か月の合計 3 年 6 か月であり、工事の開始

は最速で令和 2 年 9月を想定している。 

図 1.5.1 施工フロー図 
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表 1.5.1 工事工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工計画・申請 施工計画 仮設工

仮囲い・仮設工 申請関係 仮囲い

伐採工事 伐採・除根工 集積・搬出

・既設撤去工事 既設構造物・耕土撤去 伐木 抜根

仮設沈砂池 暗渠排水工

暗渠排水工 仮設沈砂池

切・盛土工 耕土撤去・押土 整地

整地工 既設池改良 切・盛土工　2set 切・盛土工　3set

法面整形・植生工

法面排水工

L型擁壁

U型側溝 河川側水路 場内道路部

BOX-C 調整池放流水路

進入路本管

引込工

進入路本管

引込工

都市計画道路 ハイキングコース

場内道路 都市計画道路拡幅 場内道路 舗装

片付け工 検査

・検査準備工事 検査済証受領

大型車

小型車（通勤車両含む）

合計 260 240 220 150 90 40390 420 400 350 280 26050 70 230 270 300 33080 80 80 80 80 80100 120 120 120 120 120200 200 190 130 100 100

185 125 80 30

80 120 150 150 150 150

210 210 205 205 205 190100 110 120 150 180 21060 60 60 60 35 5060 60 60 60 60 6070 70 60 60 60 60

10 10

60 60 70 70 70 70 80 80

75 55 55 50 35 25180 18040 60 60 60 210 210 190 14020 20 15 20 130 16080 80 120 120 120 60

設備及び内部仕上げ工事

外構、植栽、舗装工事

諸検査、片付け

工事関係車両台数
（敷地外を走行する車両）

20 60 80 80 60 60 20 20 20 2040 40

建築工事
C地区

仮設工事

地業工事 地盤改良固化

鉄筋コンクリート工事

地上躯体鉄筋工事

2～5階スラブコンクリート工事

屋根工事

外壁仕上げ工事

諸検査、片付け

建築工事
B地区

仮設工事

杭地業工事 PC既成杭打設

土工事 掘削・床付け

土木工事

付帯工事

屋根工事、外壁仕上げ工事

設備及び内部仕上げ工事

外構、植栽、舗装工事

基礎鉄筋コンクリート工事

地上躯体鉄骨工事

2～4階スラブコンクリート工事

汚水排水工事

上水道工事

道路工事

土工事

法面工事

擁壁工事

調整池工事

雨水排水工事

防災工事

河川改修工事 ブロック積工

38 39 40 41 42

準備工事

32 33 34 35 36 3726 27 28 29 301 2 3 4 5 6 7
細　別工　種

3120 21 22 23 24 2514 15 16 17 18

2年目 3年目 4年目
備　考

1年目

8 9 10 11 12 13 19
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（2）防災計画 

本事業では、工事の実施に伴う災害の発生を未然に防止するため、｢神戸市開発指導要綱

（改訂）」、｢宅地防災マニュアルの解説〈第二次改訂版〉 ぎょうせい｣及び「宅地土工指

針（案） UR 都市機構」に準じて、一次防災と二次防災に区分してその計画を行うものと

する。 

工事ステップ毎の防災計画図は図 1.5.2～図 1.5.6 に、切土部・盛土部の整地標準断面図

を図 1.5.7 に示すとおりである。 

工事中は下記項目に留意し工事を実施するものとする。 

 

・工事を実施している区域には、仮囲いを設置し関係者の立ち入りを制限する。 

・造成における盛土工事は段階的に施工し、造成施工面下流側には仮設沈砂池を設置して造

成面流出雨水中の土砂沈降除去を行ったあと河川に放流する。 

・供用開始後の洪水調節を目的として設置する調整池は、工事中における濁水流出及び大雨

洪水流出の抑制の機能を兼用させるため、上記防災施設と併せ、造成工事の中でも先行し

て施工・完成させる。 

・盛土の法面下側に土砂流出防止の板柵等を設置するとともに、盛土部現地盤内には排水を

促すための暗渠を布設する。 

・盛土法面小段毎に盛土内の排水を促す水平排水材を設置する。 

・切土法面及び盛土法面については、形成される順に速やかに法面緑化等の法面保護工を施

し、地表面からの土砂流出を防止する。 

・地盤が 15 度（約 1：4.0）程度以上の傾斜地盤上に盛土をする場合は、盛土をする前の地

盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように原地盤について段切りを行う。 
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図 1.5.2 工事ステップ 1（準備・仮設工事・防災施設工事）
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図 1.5.3 工事ステップ 2（防災施設工事・調整池工事・伐採工事）
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図 1.5.4 工事ステップ 3（切盛工事・防災施設工事・調整池工事・伐採工事）
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図 1.5.5 工事ステップ 4（切盛工事・法面工事）
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図 1.5.6 工事ステップ 5（下水道工事・道路工事・公園施設工事）
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図 1.5.7 整地標準断面図 
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（3）工事関係車両の運行計画 

① 走行ルート 

工事関係車両は、主要地方道神戸三田線、神戸市道有野藤原線及び西宮市道山88、山89、

山91、山92を走行する計画である。 

工事関係車両の主要な走行ルートは図1.5.8に示すとおりである。 

 

② 車両の種類 

工事関係車両は、主なものとして伐木の搬出、生コンクリートの搬入、砕石の搬入、コン

クリート2次製品等資材、建築資材の搬入車両である。 

切土量、盛土量は場内で処理することから、土砂の搬入、搬出車両は発生しない計画であ

る。 

工事最大時の時間別交通量は表1.5.2のとおりである。 

 

 

表 1.5.2 工事最大時時間別交通量 

単位：台 

時刻 
工事入台数 工事出車両 

大型車 小型車 大型車 小型車 

 6：00～ 7：00 25 0 0 0 

 7：00～ 8：00 40 210 0 0 

 8：00～ 9：00 0 0 0 0 

 9：00～10：00 25 0 30 0 

10：00～11：00 25 0 30 0 

11：00～12：00 20 0 30 0 

12：00～13：00 0 0 0 0 

13：00～14：00 20 0 25 0 

14：00～15：00 20 0 25 0 

15：00～16：00 20 0 25 0 

16：00～17：00 15 0 30 40 

17：00～18：00 0 0 15 100 

18：00～19：00 0 0 0 70 

合計 210 210 210 210 

注：小型車は通勤車両を含む。 

 

  



1-37 

 

図 1.5.8 工事関係車両の主要な走行ルート  
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６．対象事業の供用計画 

(1) 供用後の建物利用 

供用後の建物は、物流倉庫として利用する。 

 

(2) 供用後の車両台数 

供用後の車両台数は、施設のトラックバース数1バース当たりの接車可能台数に、事業者

の過去の実績をもとに想定した使用頻度及び回転数から算出した。 

 

 

業務地区 B 

 想定トラック 

バース数 

① 

1 バース当たり 

接車可能台数 

② 

使用頻度 

③ 

回転数 

④ 

1日当たり 

入台数 

①×②×③×④ 

大型車両 

10t 車 48 2 80% 2 154 

 4t 車 48 3 80% 2 230 

合計 384 

小型車両  

予定 

駐車場台数 

① 

使用頻度 

② 

1日当たり 

来客想定台数 

③ 

1日当たり 

入台数 

①×②+③ 

120 150% 25 205 

 

 

業務地区 C 

 想定トラック 

バース数 

① 

1 バース当たり 

接車可能台数 

② 

使用頻度 

③ 

回転数 

④ 

1日当たり 

入台数 

①×②×③×④ 

大型車両 

10t 車 205 2 80% 2 656 

 4t 車 205 3 80% 2 984 

合計 1,640 

小型車両  

予定 

駐車場台数 

① 

使用頻度 

② 

1日当たり 

来客想定台数 

③ 

1日当たり 

入台数 

①×②+③ 

450 150% 25 700 
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(3) 供用後の走行ルート 

供用後の車両は、物流倉庫への輸送車は神戸市道有野藤原線及び西宮市道山88、山89、山

91、山92を走行し、物流倉庫からの配送車及び通勤車両は、主要地方道神戸三田線及び神戸

市道有野藤原線並びに西宮市道山88、山89、山91、山92を走行するする計画である。 

供用後の走行車両の走行ルートは図1.6.1に示すとおりである。 
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図 1.6.1 供用後の車両の走行ルート  
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７．環境保全措置の実施体制 

環境保全措置の実施は、アイリスパートナーズ株式会社及び共同事業者である株式会社セ

ンターポイント・ディベロップメントが事後調査終了まで共同で実施し、事後調査終了後の

維持・管理は、事業譲渡された株式会社センターポイント・ディベロップメントが実施す

る。 

環境保全措置の実施体制は表 1.7.1 のとおりである。 

 

 

表 1.7.1 環境保全措置の実施体制 

実施主体 造成工事時 建築工事時 
供用後 

（事後調査中） 

供用後 

（事後調査後） 

アイリスパートナーズ 

株式会社 

    

    

株式会社センターポイン

ト・ディベロップメント 
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【添付資料-2：計画の基礎となった計画案及び選定理由】 

神戸市の東岡場地区 地区計画の実施を前提としていることから、複数案の設定はしておらず、

計画案は事前配慮書と同様である。 

なお、本事業計画は下記の東岡場地区 地区計画の業務地区 B 及び業務地区 C において実施する

事業である。 

 

参考資料 

東岡場地区 地区計画 

位置 神戸市北区有野町有野字岡場、字小堀畑、字岡場辻、字東ヶ辻、字玄道ヶ坂及び字

向山 

面積 約 23.0 ヘクタール 

決定年月日 平成 16 年 4月 13 日、平成 29年 7 月 11 日（変更） 

地区計画の目標 当地区は、神戸電鉄岡場駅の東に位置し、阪神流通業務団地に接している。また、

地区内を東西に都市計画道路有野藤原線が横断し、中国縦貫自動車道及び阪神高速

道路北神戸線も至近の距離にあり、交通利便性の高い地区である。 

本計画は、広域幹線道路をいかした活力ある都市機能を導入し、駅に近接して豊か

な自然環境と調和した業務施設の立地を適切に誘導することを目標とする。 
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区域の整備・開発及び保全の方針 

土地利用の方針 

当地区を「業務地区Ａ」、「業務地区Ｂ」及び「業務地区Ｃ」に区分し、

周辺環境に調和した計画的な土地利用を誘導する。 

１「業務地区Ａ」 

広域幹線道路の交通利便性をいかして、流通業務施設及びサービス施設

等を適正に配置し、良好な業務地の形成を図る。 

２「業務地区Ｂ」 

広域幹線道路の交通利便性をいかして、流通業務施設及びそれに付随す

る工場等を適正に配置し、良好な業務地の形成を図る。 

３「業務地区Ｃ」 

広域幹線道路の交通利便性をいかして、流通業務施設及びそれに付随す

る工場等を適正に配置し、周辺環境と調和した健全な高度利用を誘導

し、良好な業務地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 
健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道

路、緑地広場及び緑地を適正に配置する。 

建築物等の整備の方針 

１「業務地区Ａ」 

にぎわいと魅力ある業務環境の形成とともに、周辺環境との調和を図る

ため、建築物等の用途、規模及び配置に留意して整備を行う。 

また、建築物等の形態・意匠等については周辺の環境に調和したものと

する。 

２「業務地区Ｂ」及び「業務地区Ｃ」 

ゆとりのある業務環境の形成とともに、周辺環境との調和を図るため、

建築物等の用途、規模及び配置に留意して整備を行う。 

また、建築物等の形態・意匠等については周辺の環境に調和したものと

する。 
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地区整備計画の概要 

地区施設の配置・規模 

道路 
幅員 約 12 メートル  延長 約 622 メートル  （計画図表示のとおり） 

幅員 約 6 メートル  延長 約 342 メートル  （計画図表示のとおり） 

緑地広場 3 ヶ所 面積  約 0.9ｈａ  （計画図表示のとおり） 

緑地 4 ヶ所 面積  約 5.9ｈａ  （計画図表示のとおり） 

 

建築物等に関する事項 

地区の細区分 業務地区 A 業務地区 B 業務地区 C 

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

1.住宅又は共同住宅 

2.ホテル又は旅館 

3.自動車教習所 

4.床面積の合計が 15 平方

メートルを超える畜舎 

5.第一種住居地域に建築

してはならない工場 

6.第一種住居地域に建築

し てはならない危険物

の 貯蔵又は処理に供す

るもの 

次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

１住宅又は共同住宅 

２ホテル又は旅館 

３ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これら

に類するもの 

４カラオケボックスその

他これらに類するもの 

５マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場そ

の 他これらに類するも

の 

６劇場、映画館、演芸場若

し くは観覧場又はナイ

ト クラブその他これら

に類するもの 

７キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

８自動車教習所 

９床面積の合計が 15 ㎡を

超える畜舎 

10 第一種住居地域に建築

し てはならない危険物

の 貯蔵又は処理に供す

るもの 

次の各号に掲げる建築物

は建築してはならない。 

１住宅又は共同住宅 

２ホテル又は旅館 

３ボーリング場、スケート

場、水泳場その他これら

に類するもの 

４カラオケボックスその

他これらに類するもの 

５マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券

発売所、場外車券売場そ

の他これらに類するも

の 

６劇場、映画館、演芸場若

しくは観覧場又はナイ

トクラブその他これら

に類するもの 

７キャバレー、料理店その

他これらに類するもの 

８自動車教習所 

９床面積の合計が 15 ㎡を

超える畜舎 

10 第一種住居地域に建築

してはならない危険物

の貯蔵又は処理に供す

るもの 

敷地面積の最

低限度 
1,500 平方メートル（注 1） 3,000 平方メートル（注 1） 3,000 平方メートル（注 1） 

壁面の位置の

制限 

道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は 5 メートル以上とする。 

敷地境界線から外壁等の面までの距離は 1 メートル以上とする。（注 2） 

建築物等の高

さの最高限度  
45 メートル 

（用途地域） 準工業地域 

注１ ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利

に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

においては、この限りではない。 

注２ ただし、次の各号の一に該当する建築物等については、この限りではない。 

(1)車庫等の用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下であるもの 

(2)外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以下であるもの 
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【添付資料-3：市民意見の概要】 

 

内容 住民意見 

事
業
計
画
に
関
す
る
意
見 

道路幅が現在の１４ｍを２９ｍに拡幅予定となっているが、岡場大橋や阪神西宮流通センター側が現

在のままで拡幅されないのであれば非常に渋滞が予測される。今回の事業にあたり有野藤原線の拡幅

工事を行ってからでないと困る。 

今回の事業について事業計画地内の道路について有野藤原線のみでなく北方向よりの二方向からの

進路変更及び進入路入り口の変更できないものか。 

太陽と緑の道については現状の進入路からかけ離れた位置に進入路を設ける計画となっているが、歩

行者専用の散策道路とするならば、現在の階段を利用する進入路が自然環境を維持するうえでも最良

と思われる。 

工事車両の通行について、１日５０台も増加することとしているが、神戸市内での造成に係る工事な

ので、中国道若しくは国道１７６号に接続するのであれば、神戸市内の通称有馬街道を利用すること。 

工事期間中の待機車両等についても神戸市内に適切な用地を確保することを要請する。 

造成後は物流倉庫を建設することとなっていますが、進出する事業者はどういう内容であるのか、大

型車両及び通常車両として１日どれだけの通行量となるのか、夜間の稼働がどれほどあるのか等につ

いても正確な情報の開示を求める。 

今回の事業について地域にちゃんとした事前説明の開催をお願いする。 

環
境
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

重要な動物の予測結果（１８４ページ）、重要な動物の評価（１８６ページ）によると、種の保存法

に指定されているオオタカやハヤブサが事業計画地内で確認されているのもかかわらず、ヒアリング

結果（１６２ページ）にも指摘されているように、今回の調査で留意することとなっているが、今後

の調査はいつ実施する予定であるか明確な回答をお願いする。 

工事期間、完成後物流倉庫稼働後の交通渋滞・騒音等について、神戸市内（有馬街道）を走行するも

のとした環境調査結果の開示を要請する。 
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【添付資料-4：市長意見書に記載された市長の意見】 
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【添付資料-5：市民意見及び市長意見に対する事業者の見解】 

① 市民意見に対する事業者の見解 

 

内容 住民意見 事業者の見解 

事
業
計
画
に
関
す
る
意
見 

道路幅が現在の１４ｍを２９ｍに拡幅予定となっ

ているが、岡場大橋や阪神西宮流通センター側が

現在のままで拡幅されないのであれば非常に渋滞

が予測される。今回の事業にあたり有野藤原線の

拡幅工事を行ってからでないと困る。 

本事業において事業計画地内の有野藤原線の拡幅

工事は実施しますが、拡幅した車線部分につきま

しては、計画地外の都市計画道路が同様の拡幅整

備がされるまでの期間については、駐車車両等の

発生防止のため、ガードレール等で封鎖し、現行

と同様に片側１車線通行とする計画としておりま

す。 

今回の事業について事業計画地内の道路について

有野藤原線のみでなく北方向よりの二方向からの

進路変更及び進入路入り口の変更できないもの

か。 

本事業の計画区域は神戸市が決定した「東岡場地

区 地区計画」に則り事業計画を進めております。

このため、今回の計画区域における接道（里道等

を除く）については、有野藤原線のみとなってお

り、他の道路からの接続については不可能です。 

太陽と緑の道については現状の進入路からかけ離

れた位置に進入路を設ける計画となっているが、

歩行者専用の散策道路とするならば、現在の階段

を利用する進入路が自然環境を維持するうえでも

最良と思われる。 

太陽と緑の道は、現状有野藤原線を挟んでおり、

アクセスが連続しておりません。このため、有野

藤原線の横断歩道から直接アクセスできるよう再

整備を行います。なお、階段でアクセスする方法

は現状と変わりません。 

工事車両の通行について、１日５０台も増加する

こととしているが、神戸市内での造成に係る工事

なので、中国道若しくは国道１７６号に接続する

のであれば、神戸市内の通称有馬街道を利用する

こと。 

工事車両の通行は、有野藤原線の渋滞緩和を図る

ため、有馬街道（神戸三田線）を利用し、事業計

画地へ左折進入・左折退出を励行します。 

工事期間中の待機車両等についても神戸市内に適

切な用地を確保することを要請する。 

事業計画地は工事車両が待機するだけの十分な土

地面積が確保されていますので、事業計画地外の

道路で工事車両が待機することはありません。 

造成後は物流倉庫を建設することとなっています

が、進出する事業者はどういう内容であるのか、

大型車両及び通常車両として１日どれだけの通行

量となるのか、夜間の稼働がどれほどあるのか等

についても正確な情報の開示を求める。 

国内で複数の物流倉庫を運営する大手物流事業者

が管理する一社または複数社が入居するマルチテ

ナント型の賃貸物流倉庫を誘致しており、365日24

時間稼働予定としています。 

発生交通量について1日あたり、往復で大型車が

4,048台、小型車が1,810台の、合計5,8580台と計

画しております。夜間も稼動しますが、日交通量

の約17％程度と推定しています。 

今回の事業について地域にちゃんとした事前説明

の開催をお願いする。 

工事開始前に、事業の内容等についての事前説明

会を実施いたします。 
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重要な動物の予測結果（１８４ページ）、重要な動

物の評価（１８６ページ）によると、種の保存法

に指定されているオオタカやハヤブサが事業計画

地内で確認されているのもかかわらず、ヒアリン

グ結果（１６２ページ）にも指摘されているよう

に、今回の調査で留意することとなっているが、

今後の調査はいつ実施する予定であるか明確な回

答をお願いする。 

猛禽類を含む鳥類の現地調査を平成29年3月から5

月にかけて現地調査を実施しており、オオタカや

ハヤブサを確認しており、事前配慮書にその結果

は記載しています。 

事業計画地内での営巣について、繁殖後期の6月に

も鳥類・猛禽類調査を実施し、生息状況の把握を

行っています。その際に上空を飛翔するオオタカ

を確認しましたが、事業計画地内では営巣はあり

ませんでした。 

工事期間、完成後物流倉庫稼働後の交通渋滞・騒

音等について、神戸市内（有馬街道）を走行する

ものとした環境調査結果の開示を要請する。 

工事期間中及び施設稼働後の環境調査結果は、神

戸市に報告します。この結果は神戸市ホームペー

ジで公表されます。 
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② 事前配慮書に係る市長意見に対する事業者の見解 

 市長意見 事業者の見解 

１ 

全
般
的
事
項 

(1) 事業計画の検討 

本事業は，豊かな自然環境と調和した業務施設の

立地を適切に誘導することを目的としているが，

本事業計画地は，現状が山林等の自然地であり，

事業の実施に伴い，既存の自然環境の大部分が消

失することとなることから，本計画地に生育・生

息する動植物に配慮した計画にする必要がある。

このため，神戸市の地区計画において定められた

緑地等を適切に整備することはもとより，自然環

境に十分配慮した計画にする必要がある。 

事業計画の策定にあたっては、東岡場地区 地区計

画の区域の整備・開発及び保全の方針に基づき、

緑地を23.12％確保するとともに、現状の残地を

6.94%確保します。本計画地に生育・生息する種に

ついては残地森林を主にした現存する自然環境の

保全を行います。 

(2) 施設の存在・供用による環境影響 

本配慮書には，土地造成後に建設される施設の配

置や形状等の具体的な計画の記載がなく，施設の

存在・供用による環境影響の予測がされておらず，

事前配慮書として不十分であると言わざるを得な

い。このため，今後の手続に先立ち，これらの具

体的な計画を示すとともに，その計画を踏まえて，

施設の存在・供用による環境影響について，適切

に調査・予測・評価を実施する必要がある。 

施設の建築時及び供用時の計画を明らかにすると

ともに、事前配慮書において不十分であった施設

の存在・供用による環境影響について、適切に調

査・予測・評価を実施します。 

(3) 工事関係車両及び供用後の施設関係車両の走

行 

事業計画地周辺における渋滞対策として，本事業

の実施により，特定の時期，時間帯に工事関係車

両及び供用後の施設関係車両の走行が集中しない

よう，当該車両台数の削減，平準化及び待機スペ

ースの確保等の対策の実施に努める必要がある。 

事業計画地周辺における渋滞対策として、工事関

係車両については、市道有野藤原線を東進する一

方通行とすることにより、左折進入・左折退出を

励行し、当該道路が渋滞しないよう配慮します。 

また、供用後の施設関係車両は、走行する時間帯

が集中しないよう車両台数の平準化を行うととも

に、事業計画地内に待機スペースを確保します。 

(4) 住民等への対応 

本事業計画地周辺には，既に住居や流通業務団地

が存在していることから，今後の手続においては，

条例に基づく説明会以外にも説明の機会を設ける

等，積極的な情報公開に努めるとともに，説明に

あたっては分かりやすく丁寧に行う必要がある。 

平成30年10月に地域住民の要望を受け、事業の説

明を行っておりますが、工事開始前においても、

地域住民に事業の内容等について説明する機会を

設け、事前説明会を実施いたします。 
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２ 

個
別
的
事
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(1) 大気質 

本事業により実施される工事は，大量の切土・盛

土を伴うとともに，事業計画地周辺に住居等が存

在することから，工事の実施が大気質に及ぼす影

響について，調査・予測・評価を実施する必要が

ある。 

また，施設の供用に伴い，交通量の増加等が見込

まれることから，施設の供用による大気質への影

響について，調査・予測・評価を実施する必要が

ある。 

本事業において実施する工事及び施設の供用にお

ける、大気質への影響については【別添資料-6】

に示します。 

(2) 騒音・振動 

建設機械の稼働に伴う騒音により，周辺の生活環

境への影響が生じないよう，適切な環境保全措置

を検討する必要がある。 

また，施設の供用に伴い，交通量の増加等が見込

まれることから，施設の供用による騒音・振動へ

の影響について，調査・予測・評価を実施する必

要がある。 

本事業において実施する工事及び施設の供用にお

ける、騒音・振動への影響については【別添資料

-7】及び【別添資料-8】に示します。 

(3) 水質 

工事期間中の濁水の直接場外流出を防止する等の

万全な対策を行う必要がある。 

工事期間中の濁水の直接場外流出を防止する沈砂

池を設置し万全な対策を行います。 

(4) 植物・動物 

事業計画地に存在する水路が地域の生物多様性の

維持に寄与している可能性があることから，その

ような視点も含めて，植物・動物への影響につい

て，調査・予測・評価を実施する必要がある。 

調査の結果，希少種をはじめとする植物・動物の

生育・生息環境への影響が認められた場合は，移

植等の代償措置の検討に優先して，それらの影響

を回避又は低減するための措置を検討する必要が

ある。やむを得ず移植等の代償措置を実施する場

合は，あらかじめ移植後の維持管理方法を検討し

ておく必要がある。 

植物・動物の調査において生育・生息を確認した

希少種等について、植物・動物の生育・生息環境

への影響が認められた場合には、影響を回避また

は低減する措置を検討します。 

やむを得ず希少種等の移植等を実施する場合に

は、当該種の生息・生育に適した環境等を現地調

査において確認し、ビオトープを創造する等、適

切な場所に移植等を行うこととします。 

また、維持管理については、当初は事業者にて実

施しますが、中長期的には管理会社等において実

施することとします。植物・動物への影響につい

ては【別添資料-9】に示します。 
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(5) 景観 

施設の存在が景観に及ぼす影響について，フォト

モンタージュ等を用いた予測・評価を実施する必

要がある。 

事業の実施が景観に及ぼす影響については【別添

資料-10】に示します。 

(6) 地球温暖化 

造成・建設機械及び運搬車両等の稼働並びに施設

の供用に伴う地球温暖化への影響を可能な限り回

避又は低減する必要がある。 

造成・建設機械及び運搬車両等の稼働並びに施設

の供用に伴う地球温暖化への影響を可能な限り回

避又は低減を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


